
90 外国漁船対策等

＜対策のポイント＞
大和堆周辺海域を始めとする我が国周辺海域における外国漁船の操業の広域化や悪質・巧妙化等に対応して、我が国周辺海域での水産資源の管理徹

底と国際ルールに基づく操業秩序の維持のため、外国漁船の違法操業等に対する万全な漁業取締りを実施します。

＜政策目標＞
漁業取締りの強化等による水産資源の適切な保存及び管理の推進と漁業者の経営安定

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

万全な漁業取締りの実施
① 近年では、道東・三陸沖公海への外国漁船等の進出や日本海大和堆周辺での

北朝鮮漁船の違法操業など、我が国周辺水域において外国漁船の操業が増加し、
我が国漁船の操業の支障となっており、これに対応するため、令和４年度より
2000t取締船（官船）が日本海で本格的に取締活動を開始するとともに、万全
な外国漁船等の取締・検査体制を構築します。

② 外国漁船等の違法操業への取締強化のため、最新の漁業取締機器の充実や取
締船に設置するＶＭＳ(衛星船位測定送信機）の入替を行い、漁業取締体制の
効率化を図ります。

［お問い合わせ先］水産庁漁業取締課（03-3502-0942）

【令和４年度概算決定額 14,497（14,841）百万円】
【令和４年度概算決定額（デジタル庁計上） 435（277）百万円】

※ 本事業は直轄で実施

・万全な漁業取締りの実施

最新の漁業取締機器の充実 日本漁船の位置情報把握

外国漁船等の監視強化
大臣許可漁船の位置情報を把握し、効率
的な漁業取締りに活用

官船の隻数増加
大型化による耐航性の向上
取締装備の性能の向上

令和４年度より2000t取締船が日本海で本格的に取締活動を開始

（単位：隻）
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